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第２回世田谷区子ども・子育て会議議事録 

 

▽日 時 

令和３年８月16日（月）９：30～ 

 

▽場 所 

世田谷区役所第２庁舎４階 区議会大会議室 

 

▽出席委員 

森田会長、天野副会長、池本委員、普光院委員、久保田委員、佐藤委員、米原委員、飯田

委員、松田委員、吉原委員、久芳委員、小林委員、亘委員、高島委員、久米委員 

 

▽欠席委員 

布川委員、大東委員、呉委員 

 

▽事務局 

中村副区長、柳澤子ども・若者部長、和田保育部長、山本子ども育成推進課・若者支援担

当課長、須田児童課長、中西子ども家庭課・子育て世帯特別給付金担当課長、木田児童相

談支援課長、土橋児童相談所長、大澤保育課長、伊藤保育認定・調整課長、志賀保育運営・

整備支援担当課長、宮本健康推進課長、毛利教育指導課長、本田乳幼児教育・保育支援課

長、小林子ども家庭支援課長 

 

▽資 料 

・資料１ 世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定 

     について 

・資料１（別紙１）世田谷区施設等利用費の支給の対象とする認可外保育施設の基準（概 

         要） 

・資料１（別紙２）世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条 

         例 

・資料２ 今後の保育施策の取り組み方針について 

・資料３ 世田谷区教育・保育実践コンパス（素案）について 

・資料３（別紙１）乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会名簿（令和３年７月１日現 

         在） 

・資料３（別紙２）検討の経緯 

・資料３（別紙３）～私たちの教育・保育をもっと楽しく～世田谷区教育・保育実践コン 

         パス【素案】 
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・資料４ 令和２年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告（事業概要）について 

・資料５ 児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について 

・資料５（別紙１）令和２年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価報告書〈概要版〉 

・資料５（別紙２）令和２年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価報告書 

・資料６ 世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて 

・資料６（別紙）「世田谷区子ども計画（第２期）後期計画」に基づく子どもの権利擁護や 

        子どもの参加・参画の取組み 

・資料６（参考）児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

・資料６ せたがやホッと子どもサポート活動報告書〈令和２年度〉 

・資料７ 「世田谷区子ども計画（第２期）後期計画」進行状況一覧 

・資料７（別紙）子ども・子育て支援事業計画 進行管理表 
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▽議事 

 

山本課長  皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、今期の第２回

子ども・子育て会議を開会いたします。 

 本日はお忙しい中、また会場にいらっしゃった皆様は足元のお悪い

中、コロナ禍の中で御出席いただきましてありがとうございます。 

 議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます子ども育成推進

課長の山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策としまして、マスクの着用

とマイク使用時の消毒に御協力をいただきますようお願いいたします。

また、今回もＺｏｏｍを使用しての会議とさせていただきますので、御

協力をいただきますようお願いいたします。 

 Ｚｏｏｍで御参加いただく委員は、天野委員、池本委員、普光院委員、

米原委員、佐藤委員、久芳委員、亘委員、小林委員、高島委員になりま

す。御発言の際には挙手でお願いいたします。 

また、会場参加の皆様におかれましては、こちらのスクリーンで確認

いただければと存じます。 

 また、本日は所用のため、布川委員、呉委員、大東委員より御欠席の

連絡をいただいております。 

 それでは、開会に当たりまして、副区長の中村より御挨拶をさせてい

ただきます。 

中村副区長  皆さん、おはようございます。副区長の中村です。本日はお忙しい中、

Ｚｏｏｍも含めて多くの委員の方に御参加いただきまして本当にあり

がとうございます。第１回へは出席ができず申し訳ありませんでした。 

 この子ども・子育て会議の委員に御就任、御快諾いただきまして本当

にありがとうございます。新しく委員になられた方、また前期から引き

続きの委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、今年は、世田谷区の子ども条例が23区で初めて制定されてから、

早いもので20年たちます。この間に世田谷区では、子どもの人権擁護機

関であるせたホッとや、子ども・子育て応援都市宣言、また、昨年には

念願の区立の児童相談所を設置しました。児童相談所の設置に伴って、

里親とか、児童養護施設とか、保育園の認可権限とか、いろいろな権限

もセットで区に来て、子ども・子育て家庭をトータルに見ることのでき

る基盤が整ってきたと思っています。 

 さらに、この２年、これまで最大の懸案事項だった保育待機児が解消

いたしました。また、この間のコロナ禍で子どもを取り巻く環境がかな
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り変わってきているという状況もありますけれども、その中でも、子ど

もが権利の主体であって、最大限最善の利益を追求するということ、こ

れは変わらないことですし、これからもっと追求していくべきものだと

考えています。 

 この子ども・子育て会議、ぜひ委員の皆様の忌憚のない御意見をたく

さんいただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 今期２年の間に、子ども計画後期の中間見直しも入ります。大きな節

目となると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。 

山本課長  中村副区長につきましては、次の公務がございますので、10時頃に退

席を予定しております。すみませんが、よろしくお願いします。 

 それでは、今後の議事につきまして、森田会長、よろしくお願いいた

します。 

森田会長  皆さん、こんにちは。コロナの罹患者数に関しては、もう夏休みの時

期なのに、子どもたちを家に閉じ込めなきゃいけないという本当に大変

苦しく、かつ厳しい状況を迎えています。そんな中で、子どもの支援に

関わっている方たちや保護者の方々、本当に大変な日々を過ごされてい

ると思います。これらを家族の中だけで支え続けるというのは、子ども

にとってもあまりよくない育ちですし、また厳しい状況に拍車をかける

ことになるわけですので、そういう意味では、外に出るなと言いながら

も、外に出ろと言わなければならないし、子どもに深く関わることをど

う３密を避けながらするのか。特に子どもを支援する現場では、このデ

ルタ株の蔓延の中で苦慮しながら支援が行われているという話を聞く

たびに、本当に大変な日々だなと思っています。 

 やはり少しでも子どもたちへの影響が軽微なものになるために、そし

てなおかつ、どういった形で子どもたちの心と体の成長というものを支

え続けるのかということを保護者の方、家族の方々、地域の方々と一緒

に地域の中での公的な仕組みというものを考える正念場を迎えている

なという気がしております。 

 今日は子ども・子育て会議がオンラインで始まって以来、会場参加の

少ないこのメイン会場で、委員の方たちが分散しているということなん

ですけれども、そういう意味で、このコロナ禍で、最大限の配慮によっ

て最低限の人が集まって今この議論をしようとしています。御協力のほ

どお願いしたいと思います。 それでは、たくさんの議事がありますの

で、早速、これから入りたいと思います。 

 本日の議事ですけれども、報告がかなりございます。各報告ですが、

報告とは言いながらも、多分かなりの意見や御質問があると思いますの
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で、ある程度皆さんの御質問や御意見をちょうだいしながら、もし積み

残したものがあれば、後日、事務局のほうにお寄せいただくという形で、

できる限り全体として共有しておきたいことというのをこの場で共有

し、そして様々な個別の問題については事務局のほうにお寄せいただく

という形で、この時間を有効に使っていきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、本日の議事ですが、１つ目は、世田谷区施設等利用費の支

給に係る認可外保育施設の基準を定める条例というものができました。

これについての事務局からの報告をいただきたいと思います。これにつ

きましては、委員で新しく就任されている方はあまり御存じないと思う

んですけれども、保育・教育の無償化というのが始まったときに、世田

谷区は保育の質を担保するために、認可外での利用についてですが、一

定の指導基準というものをきちんと遵守できるような形での指導体制

をやっていくと、それが守られないときには、この利用費というものに

ついて無償化の対象にするということも検討するという話が出ており

ました。それに伴ってですが、今回、条例を制定して、そしてこの認可

外の施設の無償化というものに対して、区の態度を明確にするというこ

とになりました。それについて報告を事務局のほうからしていただくと

いうことになります。よろしくお願いいたします。 

 

議事(1)世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定に 

ついて 

事務局  世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める

条例の制定について説明いたします。 

 資料の「１ 主旨」です。認可外保育施設の無償化については、国の

指導監督基準を満たす施設が対象ですけれども、令和６年９月までは経

過措置として基準を満たさない施設も対象になっています。ただし、こ

の経過措置の期間は、自治体が条例を定めることで短縮することがで

き、本条例案は、その経過措置の期間を令和４年３月31日までとするも

のになります。子どもを中心とした保育ということで、区が目指す保育

の質を確保するために、無償化の対象範囲について、令和４年４月より、

国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす施設に限定する条例

を本年６月に制定し、来年４月の施行を予定しております。 

 「２ これまでの経過」です。本条例の制定について、当初は令和３

年４月施行予定として、こちらの会議で令和元年５月に報告をさせてい

ただきましたが、新型コロナウイルスの影響によって令和４年４月に延



 6

期することになりまして、昨年９月の常任委員会で報告をしました。そ

の後、11月の常任委員会で条例骨子案を報告し、その後、これに関する

区民意見募集、また利用者に対するアンケートを実施し、本年２月に実

施結果及び条例素案について報告を行い、本年６月区議会、第２回定例

会にて条例案を提案、議決いただいております。 

 「３ 区内認可外保育施設における無償化の状況」ですが、「(1)区内

認可外保育施設の状況」では、基準を満たす施設は届出施設数133に対し

て87です。残りの46は基準を満たさない施設になります。 

 「(2)認可外保育施設の無償化対象者の状況」では、国の基準を満たさ

ない施設を利用する児童数は、令和３年３月時点で、全体851人のうち

106人で、条例施行後、基準を満たさない施設を利用する児童は無償化の

対象から外れることになります。表の下の米印の３番目を御覧くださ

い。事業所内保育施設及び院内保育施設については、主に会社や病院で

働く従業員、医師、看護師等のための保育施設であり、特に区内におい

ては、低価格の料金設定の施設が大半です。また、当該施設の３歳児ク

ラス以上の多くの利用者は、認可保育所や幼稚園へ転園する傾向が見ら

れることから、本条例による影響は限定的であるというふうに見込んで

おります。 

 次のページのほうですけれども、その他インターナショナルスクール

などの語学系や保育施設で預かる施設になります。インターナショナル

スクールに通わせている保護者は、無償化の対象から外れても利用を継

続する意向が強く、保育中心の施設については、待機児童の解消により

他の基準を満たす施設を選択する状況になってきております。 

 「４ 国の基準を満たさない認可外保育施設に対する指導、支援の状

況」ですが、施設が国の基準を満たすことができるよう、令和２年度よ

り区内施設を対象に立入調査及び巡回支援相談を実施してきました。令

和３年５月現在で88施設に立入調査を実施し、指導支援の結果、国の基

準を満たした24施設に対して、国の基準を満たす旨の証明書の交付を行

っています。国の基準を満たさない46施設には、２方向避難の確保など、

ハード面に課題がある施設や、インターナショナルスクールなどの有資

格者が不足するといったソフト面に課題のある施設など、一部改善が見

込めない施設もある一方で、開設後間もない施設など、立入調査が未実

施の施設14施設もございますので、さらにもう少し証明書を交付できる

ものと見込んでいます。 

 令和３年度についても立入調査未実施の施設を含め、引き続き国の基

準を満たさない施設を中心に立入調査を実施することで、区が目指す保
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育の質を確保し、子どもの安全安心が保障されるよう、適切な指導、支

援を続けてまいります。 

 「５ 条例の内容」ですが、内閣府令で定める基準を引用する形で無

償化の対象とする認可外保育施設の基準を定めます。条例には、子ども

の数が６人以上、５人以下、居宅訪問型保育事業の３区分を規定してお

ります。基準の具体的内容については、別紙１に記載のとおりです。ま

た、条例本文については、別紙２のとおりになります。 

 施行予定日は令和４年４月１日としております。 

 最後「６ 区民周知」についてですが、既に「区のおしらせ」、ホーム

ページで周知しているほかに、今後、保育の御案内等でも広く周知して

まいります。また、本条例の影響を受ける方に向けては、直接個別に通

知を発送し、条例制定の趣旨及び区の考える子どもの安全や保育の質に

ついて丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。 

 説明は以上になります。初めの報告から時間がたっているということ

と、また新しい委員の方への情報提供としてご報告させていただきまし

た。 

森田会長  ありがとうございました。ご報告の中で、該当の施設数、あるいは該

当になっていく子ども、そしてそこに対する対応等についてお話しいた

だきました。これ自体としてはもう条例として通っているもので、報告

という位置なんですけれども、何か御質問や感想がありましたら、どう

ぞ、いただけたらと思います。 

委員  あまり影響はないという中でも、一定数、無償化の対象外になる施設

があるという御報告だったんですけれども、対象施設の現場の職員の方

というのはどのような声を区のほうに上げていらっしゃるのか、「もう

無償化にならなくてもいいです」というようなことなのか、すごい不満

をおっしゃっていらっしゃるのか、そのあたりの現場の声とか、利用者

のほうから何か要望とか、そういった声が来ていないかということをお

伺いしたいのですが。 

委員  保育園を考える親の会には、不適切保育や虐待まがいの保育の相談が

結構入ります。やはり外形的基準を満たしている施設の場合、なかなか

そこの指導が難しいというところがあるかと思うんですが、今回内閣府

の基準に従うということで、その他の保育内容のところは、基準として

は非常に曖昧な部分もあるかと思うんですが、万が一子どもの人権の侵

害に当たるような不適切な保育、虐待まがいの保育などが繰り返され

て、保護者の苦情などを受けても改善されない場合などの対応について

どのようにされているのか、また、無償化との関係でどのように運用す
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る予定なのかというのを少しお聞きできればというふうに思いました。

よろしくお願いします。 

委員  これはあくまでも利用料の話で、保育中心の条例で、給付の対象であ

る子どもへのフォローという意味で、この851人はどうなっちゃうんだ

ろうなというのだけはすごく心配で、不適切なところに関しての指導は

しっかりお願いしたいところなんですけれども、それによって奪われて

しまうものとか、そういったところは、丁寧な周知とか説明というのは

具体的にどんなことなのか、これは子どもを中心とした保育のための条

例なんだなというふうに少し思ってしまったので、具体的なフォローを

ぜひ個別にお願いできたらと思います。 

森田会長  それでは、以上、３人の方の質問に対して、特にこの条例ができるこ

とによって、この現場からの声とか、対象となっている子どもたちや保

護者に対する具体的な支援、それから、若干外れるわけですけれども、

こういった対象から外れることによって、これらの施設の保育の質の担

保についてはどのような形でこれからの指導がなされていくか、およそ

３点だと思いますけれども、お願いいたします。 

事務局  それでは、順次お答えさせていただきます。 

 資料の「３(2)認可外保育施設の無償化対象者の状況」にて、こちらの

施設、無償化の対象となっている方が851ということで資料を説明させ

ていただきました。このうち基準を満たす施設については745人、こちら

の方は条例の施行でも影響は受けないということになります。基準を満

たさない施設に通われている106人の方、このうち、また卒園される方も

いますけれども、大体これぐらいの方が影響を受ける施設に今のところ

通われているという状況があります。少ない数字（3人程度）ではあるの

ですが、事業所内とか院内については、企業とか病院の福利厚生的な施

設になっていて、従業員の方だとかは月数千円でお預かりできるという

ことで、仮にどうしても基準が満たせなくて、利用しなきゃいけないと

いう場合でも、利用者の御負担というのは比較的少ないということを見

込んでいます。 

 その他の103人につきましては、利用者の方も「無償化から外れたとし

てもここを使いたいです」という意向のある方が、アンケートの結果、

半数以上いらっしゃいまして、「今後、お金がかかろうともここに通わせ

たいです」という意向も示されています。 

 それ以外は、やはり「それは困ります」という方なんですが、無償化

の対象であるとか、そういったことも、基準を満たしている、満たして

いないとい点は把握されずに、無償化だからという理由で通わせている
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方も中にはいらっしゃるので、今回の条例施行がそういった方の気づき

になるということも考えられます。 

 今後の不適切な保育などを行っている場合の指導の進め方ですとか、

無償化の適用なんですけれども、基準を途中から満たさなくなってしま

ったり、改善が見込めないということで指導が進まなかったりといった

場合は、証明書を返還していただくというような手続に踏み込む場合も

あります。そうなると、無償化の対象から外れることで、利用者の方が

その重要性について考えていただくきっかけになっていくのかなと思

われます。 

 世田谷区で定める基準のほうが国よりもかなり厳しくなっておりま

すが、あくまでこの条例で定めているのが、せめて国の基準を遵守して

いただきたいということで、まずは、その全国的な基準をクリアしてい

ただいたところには証明書が交付されて、無償化の対象になりますが、

さらに区の基準を満たしていただくための指導というのは引き続きや

っていく。仮に証明書を返還させて対象外になるとしても、保育施設と

しての届出のあるところには必ず指導に入りますので、そういったこと

を続けながら、保育の質について改善を図っていただくということをや

っていきたいと考えています。 

 あとは、周知なんですけれども、ホームページとか様々な媒体を使っ

て丁寧に説明していきたいということで既に掲載をしているところで

す。ただ、特に個別に影響を受ける方に対する通知というのをしっかり

やっていきたいなというふうに思っておりまして、それぞれ影響を受け

る方、またはこれから選択されようとしている方に対する周知は引き続

きやっていきたいと思っています。この辺りの情報については、チャッ

トボットなんかについてもＱ＆Ａで示せるようにしていきますので、そ

ういったところで、インターネット上でも対応、いつでも聞くことがで

きるという形と、あとはお問合せに対しても、丁寧に説明していくとい

うことで対応してまいりたいと考えております。 

森田会長  いかがですか。さらに追加がありますか。 

委員  周知を個別にされた場合には、ぜひ応援相談員さんやコーディネータ

ーたちのところに行くようにうまくつなげるとか、そこも丁寧にお願い

できたらと思います。何かあったら言ってきてというのだとみんな黙っ

て諦めてしまうと思うので、お願いします。 

事務局  承知しました。ありがとうございます。 

委員  この無償化で、証明書を取り上げられると無償化の対象ではなくなる

ということは、親にとっては経済的な損失になるわけですけれども、そ
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れと子どもの利益が対立しないように、行政としては、親が経済的に損

失を受けることは避けたいというふうに回っていくと思うんですけれ

ども、そこで子どもの利益というものがおざなりにならないように、そ

こだけは注意する必要があるかなというふうに思いました。 

森田会長  今のお話は、行政的には、保育の無償化というところに焦点が当たり

がちなんですが、無償化は、保育の質を全国的なルールの中で全体的に

底上げしていくという非常に大きな役割をもつわけですよね。経済的に

支給することによって、指導監督をより徹底していくという、そこに大

きな役割があるわけです。私が昔、世田谷区苦情審査会というのをやっ

たときの話ですが、世田谷区の施設とか、あるいは事業の中で関わって

いる子どもたちと、大人なんかでもそうなんですけれども、区外の関係

団体、例えば認可施設であるとか、あるいは東京都が管理しているよう

な施設とか、あるいは民間の事業者がやっているようなところって、ど

うしてもいま一歩関わりのスタートが遅いんですよね。 

 世田谷区の人たち、暮らしている区民の人たち全体をカバーするとい

うことを考えると、その初動が遅いということ自体が、下手すると子ど

もの命に関わることにもなりかねないし、子どもの成長発達に大きな影

響を与えていくことにもなります。そういう意味で、そのことをきっち

り保護者の方々や、あるいは支援をしていらっしゃる方々にもお伝えし

ながら、指導監督から外れてしまうことにも完全にならないような工

夫、例えば先ほどお話があったような子育ての応援員だとか、あるいは

子育てコーディネーターですとか、あるいは世田谷の保育の質ガイドラ

インだとか、こういったものをきちんと配布しながら、相談支援に乗っ

ていくというような仕組みをきちんと提示しながら、やはり子どもたち

の命と成長発達というものは守らなければなりません。ぜひ「関わり方」

というのを十分に考慮していただきたいというのがお願いでございま

す。よろしいでしょうか。 

委員  区の保育行政から外れがちな企業主導型保育が世田谷区内でもでき

ているということを聞いております。内閣府から直の保育行政をすっ飛

ばした施設とも言えますが、そこに対しての、そこにいる子どもたちに

対しての保障、保育の保障、保育の質の保障、こういったことも視野に

入れるのはどうしたらいいだろうかと、今、すごく悩むわけですけれど

も、保育ネットですとか、様々な多方面からの取組によって、立入調査

だけじゃなくて、いろいろなところで支えていくことが必要なのではな

いかなと思っております。以上です。 

森田会長  保育の質という問題、ここに暮らしている子どもたち全般の問題に関
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わってきますので、ぜひ今後とも注視して支援活動をお願いしたいと思

います。 

 それでは、もしほかにもご意見等ございましたら、事務局のほうにお

寄せください。議事(1)はこれで終わりにしたいと思います。ありがとう

ございました。 

 それでは、次の議題ですけれども、「今後の保育施策の取り組み方針に

ついて」ということで、事務局のほうから御報告をお願いいたします。 

 

議事(2)今後の保育施策の取り組み方針について 

事務局  資料２のほうを御覧ください。「１ 主旨」でございます。区はこれま

で保育待機児童対策といたしまして、私立認可保育園等の新規施設整備

による保育定員を拡充してまいりました。この間ですけれども、子ども・

子育て会議におきましても、保育施設整備の状況や、それに伴う保育士

確保策、さらには入所基準の見直しなどについて様々な御意見をちょう

だいしてまいりました。 

 恐れ入ります、資料２の８ページ資料１－３をちょっと御覧いただき

たいと思います。区は、保育待機児対策を区の最重要課題に掲げまして、

保育施設整備に積極的に取り組んできました。平成25年から29年にかけ

ましては、保育待機児童数が全国ワーストワンが続くなど厳しい状況に

直面したときもございました。保育園整備のための区有地や国有地等の

活用、さらには民間の土地所有者と保育運営事業者とのマッチング推進

などにより、10年前の保育施設数は分園を含め198施設で、保育定員数は

１万1265人でしたが、今年４月の保育施設数は364施設、保育定員数が２

万673人と10年前の約２倍まで拡充し、質、量ともに前進させることがで

きました。 

 こうしたことから、昨年度保育待機児童が解消し、今年も昨年に引き

続き保育待機児童がゼロになりました。一方で、保育施設における欠員

の増加などの新たな課題が生じてきております。これまで保育待機児童

ゼロの達成を最大の目標として組み立ててきましたが、ここに来て保育

施策を見直す必要が生じてきており、当面の対応と中長期的な対応に分

けて検討し、今後の保育施設整備を含めた保育施策の当面の取り組み方

針を取りまとめましたので、その内容について御説明をいたします。 

 恐れ入ります、１ページにお戻りください。まず、「２ 現状と課題」

ということで次の４点を挙げております。(1)といたしましては、就学前

人口の減少でございます。保育待機児童が多いときには就学前人口も増

加しておりましたが、平成30年より減少に転じ、最新の区の人口推計に
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おきましても、当面緩やかな人口減少が続くと推測をしております。 

 「(2)既存の保育施設の欠員の増加」でございます。資料８ページの下

段になりますけれども、資料１－４を御覧いただければと思います。特

にゼロ歳児における欠員が急増しているような状況でございます。 

 また１ページにお戻りください。「(3)地域の子育て家庭への支援の充

実」でございます。地域コミュニティーの希薄化や核家族化の進展、今

般のコロナ感染症拡大による在宅子育て家庭における地域でのつなが

りの希薄化等によりまして、保育施設が地域の子育て家庭を支援するこ

とが一層求められている状況がございます。 

 「(4)保育施設の急増による保育の質の維持・向上」では、区内保育施

設の急増等に伴い、より一層区における保育の質の維持・向上への取組

が求められております。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。「３ 世田谷区の保育施策

の目標」でございますが、今お話をいたしました現状と課題を踏まえま

して、保育待機児童ゼロの継続、それから子どもを中心とした質の高い

保育の実現を目標に掲げ、この目標達成のために、４の重点方針として

「保育定員適正化への取り組み」、「保育の質の維持・向上に向けた取り

組み強化」、「地域に開かれた子育て家庭への支援の充実」の３つを定め、

具体的な取組を進めていきたいと考えております。 

 この３つの重点方針につきまして、主に令和４年４月までに新たに開

始するもの、下線を引いた部分を中心として御説明をいたします。本日

はこの辺を中心に御意見をちょうだいできればというふうに考えてお

ります。 

 恐れ入ります、３ページを御覧いただきたいと思います。まず、「(1)

保育定員適正化への取り組み」につきましては、「①新規施設整備等につ

いて」は、既存施設の支援強化のため、既に事業決定しているものを除

き、当面の間、認可保育園の新規施設整備は実施しないことといたしま

す。 

 「②認定こども園について」は、区立幼稚園の用途転換計画の見直し

も含め、私立保育園や私立幼稚園からの認定こども園への移行相談の対

応等の諸課題を検討するために、検討会を立ち上げ、区としての考え方

を取りまとめてまいりたいと考えております。 

 「③区立保育園の対応について」は、これまでも弾力化解消の取組は

少しずつ実施してまいりましたが、早急に弾力化解消を進めていくとと

もに、周辺地域の未就学児童等の状況に応じた定員減につきましては、

これを、新たな取組になりますが、令和４年４月入園時から実施をして
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まいります。 

 区立保育園の再整備等につきましては、新たな再整備手法の検討をは

じめ、令和４年度に予定されております子ども・子育て支援事業計画の

策定におけるニーズ調査等も踏まえ、次期再整備計画を取りまとめ、今

年度中には検討の方向性を示してまいりたいと考えております。 

 「④私立保育園について」は、国有地等の賃貸期間が設定されている

私立園がございます。早いところでたしか平成22年から貸していただい

ているところがあります。そういった部分も含めて、そういった部分の

対応ですとか、老朽化の進んだ園への対応等につきましては、調整等の

支援について、これまでも法人化の相談に応じてまいりましたが、今後

は区から意向確認や相談対応なども行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、重点取組の２番目の「(2)保育の質の向上へ向けた取り組み強

化」でございます。４ページを御覧いただきたいと思います。まず、私

立保育園等への取組強化といたしましては、開園に当たって選定委員会

が条件を付した法人に対する指導や助言などの取組によりまして、継続

したフォローアップを行ってまいります。 

 また、今年12月に開設いたします乳幼児教育支援センターを活用した

取り組みにつきましては、恐れ入ります、資料10ページの参考資料２、

図の上部分を御参照ください。国が示します幼稚園教育要領や保育所保

育指針などを受け、また区の取組として、教育ビジョンや子ども計画を

受け、区の目指す教育・保育を実践する上での基本的な方針、この後御

説明をいたしますが、（仮称）指針・基本方針を策定し、これに基づきま

して乳幼児教育支援センターの取組を推進してまいります。具体的に

は、公立、私立、幼稚園、保育園の施設種別にかかわらず、共通体系に

よる研修の実施や園評価の実施と評価結果の公開などでございます。 

 資料５ページにお戻りください。重点取組の３番目といたしまして、

「(3)地域に開かれた子育て家庭への支援の充実」でございます。誰もが

気軽に相談できる人や場の提供といたしまして、1)、2)の記載のように、

一時保育について、現在は収入や疾病等の利用条件がありますが、この

利用条件緩和に向けた取組を行っていきたいと考えております。区立保

育園につきましては、今年度、この秋からになりますけれども、数園で

モデル実施を行いまして、私立保育園につきましても実施に向けた調整

を行ってまいります。 

 最後に、６ページになりますけれども、「６ 入園申し込みの見直しに

ついて」３点記載しております。まず、入園申込みの電子化とＤＸの取
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組、それから令和３年９月開始で、出生前入園選考については、令和４

年４月申込みから対応してまいります。また、ゼロ歳児クラスの区外居

住者の４月入園申込みの受付も開始をしてまいります。 

 本日は、今御説明いたしました令和４年４月までに新たに開始いたし

ますアンダーラインを引いた部分を中心に御意見をいただければとい

うふうに考えております。また、当面、認可保育園の新規施設整備は実

施いたしませんが、今後の保育需要を見据えた整備量等につきまして

は、来年度予定しております子ども計画の見直しに関連して、この子ど

も・子育て会議の中での御議論を改めてお願いしたいというふうに考え

ております。 

 私からの説明は以上でございます。 

森田会長  ありがとうございました。それでは、皆さんからの御質問や感想、御

意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。 

委員  もちろんいろいろな感想はあるわけですけれども、保育の質を向上さ

せる研修と評価と、それから公開保育などの事業の透明性ですとか、こ

ういったことが重要なのは当然なんですけれども、研修において、乳幼

児教育支援センターにおいても実施する方向、これから充実されていく

と思います。ここに幼児教育支援センターでなく乳幼児と、乳がついた

ことは大変重要だと思っております。ゼロ歳児保育が、今定員が満たさ

れていないというところがあると思うんですけれども、ゼロ歳児保育の

質の評価ですとか、ゼロ歳児保育においては、やはり保護者との協働を

いかに丁寧に組み立てていくかということは大変重要ですので、ゼロ歳

児保育において、保護者とともに保育をつくっていく、子どもを育てて

いくという視点を、やはり評価や研修において、特にゼロ歳児に特化し

た評価ですとか、観点というものを持ったほうがいいのではないかなと

いうふうに考えました。以上です。 

委員  私のほうからは、支援者、それから援助者というふうな視点から少し

お尋ねというか、お願いしたいことがあるんですが、４ページ(2)①に 

「4)子どもや保護者と向き合うことを充実させるための業務負担軽減

を促進する」というふうに書いてあって、これはぜひともお願いしたい

なというふうに思います。 

 子どもの数が減るというところで、では、保育者、それからそれ以外

のスタッフの人員をどうするかというときに、研修だとかをしてもらお

うというのはすごくよいアイデアだとは思うんですが、一方で、その余

った時間というのを、子ども、それから親御さんたちともっとゆったり

と向き合う時間、それから保育者、あるいは援助者自身が、心と体とい
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うのを十分に健康にして、子どもに関わるというふうなことも、保育の

質を維持する、高めるというためにはすごく大事なことだと思うので、

そういった時間を支援する側に確保するというふうなところも考えて

もらえたらすごくいいんじゃないだろうかというふうに思いました。以

上です。 

委員  今のお話はとても大切だと思っています。量の拡充にかかっていたエ

ネルギーをこれからは質の向上のほうに充てていくべきだというふう

に思っております。区立保育園の弾力化の解消ということで挙げられて

いますけれども、それだけ子どもの数が減るということは、子どもにと

っては環境がよくなるということですし、保育士の手もかけやすくなる

ということですので、そういった当然かけるべきところに力をかけてい

くということに、今後はもっともっと力を注いでいくべきではないかと

いうふうに思いました。 

 それからもう１点なんですが、保育ネットというのは非常に重要だと

思っています。開設後の支援などで私自身、施設に伺ったりするわけな

んですけれども、たまたま伺った施設で、この地域ではまだあまり保育

ネットが活性化していなくて、どういうふうに頼りにしたらいいのか分

からないみたいな話をお聞きすることもあるんです。やはり施設長は、

ある保育に課題を感じていて、変えたいと思っていても、なかなか言葉

だけで言っても変えられないということがあるときに、地域のいろんな

保育の試みや理念ややり方、実際の日常の教育のやり方みたいなことを

気軽に情報交換ができる。施設長も大事なんですけれども、保育士同士

が保育のやり方についてお互いに学び合っていく機会が気軽に持てて

いないかもしれない。あるテーマや研修課題に沿った学び合いというの

はあるかもしれないんですが、もっともっと地域で保育者同士が交流す

ることでお互いの気づきを深めていくということが、ひょっとしたらま

だ足りていないかもしれないなというふうに思いますので、その点も御

検討いただければと思います。 

委員  今のお話で、保育者の交流のお話があったんですけれども、保護者同

士の交流というか、先ほどの５ページの「(3)地域に開かれた子育て家庭

への支援の充実」のところで、区立保育園は一時保育とか、あと支援を

必要とする家庭の早期発見という、本当に大変なところに対応するとい

う話は出てくるんですけれども、もともと親同士がつながり合って、支

え合っていけるような仕組みというのも併せてつくっていかないと、ど

んどん区立保育園の深刻な事例が増えてきてしまうと思っています。予

防的な発想で区立保育園の定員が減っている中で、その分をもっと地域
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の人たちの交流の場とか、つなぎ合うような場にも積極的な活用をして

いってほしいなと思いました。感想ですけれども、以上です。 

委員  施設整備の件だったんですけれども、３ページ(1)①で当面、認可保育

園の新規施設整備は実施しないこととするというのはよく分かるんで

すけれども、施設整備というのは、やりたいときにぱっと条件のいいも

のが来るものなのかなというところを思ったりして、全く門戸を閉じ切

ってしまうものなのか、いいお話があれば、その都度検討できるものな

のかというところをちょっとお聞きしたくて。できれば、完全に閉じ切

らずに、機会は少なくても、いい保育施設がこれからできるのであれば、

窓口を開いていただきたいなと思いました。 

 事前にも申し上げたんですけれども、私も子どもを保育園に通わせて

いたんですけれども、保育園の時代にとてもいい保育施設に通わせてい

ただいて、保護者も手厚く守られていたなというのを実感していたんで

すが、一方でそのことによって、親自身が、小学校に入ったときに、ち

ゃんと地域デビューをしておけなかったことの壁というのも感じると

ころがあります。先ほどもいろんな委員がおっしゃっていたんですが、

仕事を持つ親にとっては自力でやるのは結構大変なことでもあるので、

やはり保育園時代の親が地域の子育てに主体的に関われる機会を、保育

施設とともに増やしていただきたいなというふうに思いました。以上で

す。 

委員  私どもは、子育て支援十何年という形で広場及び利用者支援事業をや

らせていただいているんですけれども、子育てはあくまでも地域でやる

もので、その中の資源をどう取っていくかという形で、たくさんの資源

が増えてきている。今、お話があったことと全く一緒なんですけれども、

その根底にあるのは家族支援という視点を色濃く出していただきたい

なというふうに思います。 

 それともう一つ、分野が違うかもしれないんですが、医療的ケア児及

び発達に気がかりのある子どもたち、その家族という、そこら辺をまる

っとくるむ支援ということも視野に入れていただけるとありがたいな

と思います。御検討いただきたいというふうに思います。 

委員  定員をだんだんに閉じていくというのはごもっともだと思うんです

けれども、途中入園で入れるような定員にはしておいてもらいたいとい

うか、どうしても遊びが出ちゃうとは思うんですけれども、みんなが一

斉に４月入園というので、結局、前倒しでゼロということになったりす

る人もいるので、育休のタイミングでということをどうやって実現した

らいいのか、ぜひ御検討いただけたらと思います。 
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森田会長  一旦ここで、事務局のほうから少しコメントできることについてはコ

メントしていただいて、もちろん検討で持ち帰ってくださっても全然構

いませんので、お願いいたします。 

事務局  ありがとうございます。まず、ゼロ歳児保育、あるいは子ども、保護

者との向き合い方、その部分の御意見をちょうだいしたかと思います。

現状と課題のところでお話をさせていただきましたけれども、地域の子

育て家庭への支援の充実ということで、特にこの保育施設が専門性やノ

ウハウを生かしながら在園家庭に限定することなく、地域の子育て家庭

を支援することが一層求められておりますということをお話しさせて

いただきました。区立保育園の園長からこの間いろいろお話を聞いてい

く中で、特にゼロ歳児、家庭で子育てされている方から、やっぱり周り

に相談する方がなかなかいなくて、保育園に相談に来られる方が増えて

きているというお話もいただいてはおります。そういった部分を捉え

て、そういった専門施設、あるいは保育施設と、あと家庭が一緒になっ

て考えていくような仕組みづくりが必要かなと考えております。 

 今後、まずは一時的な部分で、その一時保育の利用条件の緩和ですと

か、そういった部分の取組をしつつ、具体的な検討をしていきたいなと

思っております。特にゼロ歳児の保育の部分については、幼児教育・保

育推進ビジョン策定のときに、やはりそのゼロ歳児からという部分、そ

こはかなり様々な御意見をいただきまして、乳幼児教育支援センター、

乳という文字の部分、そういった意味合いもしっかりと込めるという形

で、センターの名称にさせていただいた経緯がございますので、その辺

りはまたしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。 

 それから、施設整備のところでございます。施設整備につきましては、

これまでも特に保育需要に関して、この部分がやはり今後も必要になり

ますという形で、これまではマップでお示しをしてきて、そこを中心に

相談等々を受け付けてまいりました。今般、この部分につきましては、

全般的にはある程度、空き状況等も目立ってきておりますので、やはり

既存の施設をどう活用していくのかという部分に、区としては今後、当

面の間シフトをしていきたいというふうに考えておりますので、御相談

等々があった場合、そういった実情をお話ししながら、御理解をちょう

だいして、進めていきたいなというふうに思っているところです。 

 あと、医療的ケアの部分につきましても、当面は、まず各地域１か所

ずつ、そういった医療的ケア、指定園を設けていくというような形で、

令和５年４月予定になりますが、玉川地域拠点園で整備をするような形

になっていきますので、まずはそこまでやりつつ、その以降の体制につ
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いては、子ども・子育て会議等でまた御議論をちょうだいしたいなとい

うふうに考えております。 

 また、最後にありました途中入園の枠の部分についてです。正直に言

うと、特に１歳児、２歳児の部分は、途中から入園される方、多分育休

復帰の方がありますので、やはりそこのところは区としても注視をして

おりますので、その部分は十分認識しながら、見ていきたいというふう

に考えております。以上です。 

事務局  補足させていただきたいんですけれども、この重点取組の中でも、特

に地域に開かれた子育て家庭への支援の充実の部分につきましては、区

でいま持っている視点では足らない部分も多いと思いますので、ぜひ子

ども・子育て会議の委員の皆様から御意見をいただきながら、もっとこ

ういうこともやってほしい、こういうこともあるよというようなアドバ

イスをいただきながら、施策をつくっていきたいというふうに考えてお

りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

森田会長  今、委員の方々からいろいろな御意見がありました。今回初めて委員

になられた方々にも少しお話ししておくといいと思うんですが、実はこ

の世田谷区の中で、なかなかデータとしてきちんとエビデンス化して、

その政策をつくるというところに持ってくることができなかった対象

者がいます。それが実は在宅の親子たちなんです。具体的には、例えば

保育園であれば、入所申請をして、入所申請から落ちたというふうなこ

とで、待機児という形で明確になっていくわけなんですけれども、やっ

ぱり在宅の場合のニーズというのは多様ですので、やはりそれをニーズ

量としてエビデンス化して、きちんと政策に生かすということはなかな

か難しいわけです。唯一の施策が一時保育だったというふうに思うわけ

ですけれども、一時保育というのは、恒常的なフルタイムではないニー

ズと、突然起きてくるニーズと、子どもを育てているときの問題って、

そんなふうに出てくるわけです。 

 最初の計画をつくるにあたって私が関わったときも、地域で子育てを

していて、ほとんど保育的な支援を受けられない人たちに対して、一体

そのニーズをどういうふうにエビデンス化してきちんと政策をつくる

かというところについては、まだまだいわゆる途上であるという認識を

しながらも、つくったわけです。ちょうど保育園が、つくってもつくっ

てもニーズが出てくる、一体どれが本当のニーズなのかというふうなこ

とを言われた時代が約10年ぐらい前にあったわけですよね。そのときか

ら随分変わってきた。それはやはり、一定量の保育園等ができてきたこ

とで、自分の人生を自分なりに選択することが、この世田谷の中ででき
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るようになってきた結果だと私は思っております。 

 東京全体のいわゆる対象児に対する保育の整備率というものはもう

大体分かっているわけで、その量が、この世田谷区が大体２倍できて、

そして大体それぐらいになってきたということなんだろうと思ってい

ます。それはもう日本中でも大体５割というところが１つのメルクマー

ルになっているわけなので、そこがある程度整備できたんだろうという

ふうに思うわけです。だとすると、いわゆるエビデンスができていなか

ったところの人たちに対して、やはりつくればつくっただけニーズが出

てくる、まさにそれが一時保育の今の状況なんだろうと思うんです。あ

るいは子育ての広場だとか、あるいはその広場を含めた相談というふう

なこととか、それが具体的には、児童相談所なんかをつくってみると、

子ども家庭支援センターだとか何かの例えば相談ケースなんかも、本当

ならばゼロ歳のところでもっともっと支援ができれば、子どもを家庭で

十二分に育てることができた人たちが、早々に子育てが困難な状況に陥

ってしまう。産前産後、そして直後からゼロ歳、そして子どもが育つ過

程の中で、もっと丁寧に地域で育てられれば、この世田谷区の中で児童

相談所というものをつくったことの価値というのが、この新しい形の子

どもの相談支援の在り方というものが世田谷流で固めることができる

んじゃないかというのが私たちの考え方だったわけです。そこがようや

く見えてきた。 

 でも、例えば今児童相談所に様々な形で支援を受けている保護が必要

な家庭の子どもたち、あるいは子ども家庭支援センターの様々なサポー

トを受けている方たち、あるいは子育ての広場とかを利用していらっし

ゃる方たちとか、この方たちの中でもっとゼロのときに支援があっても

よかったんじゃないかというようなことが、これから恐らく本格的な議

論と、そして検討の中に入っていくんだろうと思うんです。 

 その中で、本当にいろいろな可能性が見えてきたなという気はするん

ですが、これは非常に微妙な行政用語なんだろうと私は思うんですが、

例えば３ページのところの(1)の③の2)なんていうのは、「区立保育園の

再整備等については、新たな再整備手法の検討を始め」と書いてある。

これは結構いろんなことを考えていらっしゃるんだろうなと思った言

葉でした。これを全部表現してくださいということは申し上げませんけ

れども、先ほどから皆さんがおっしゃっているように、区立保育園とい

うのは、最も緊急時に対応する大きな資源なわけですから、ここがどう

今使えるのか。 

 ６ページのところです。「６(3)０歳児クラスの区外居住者の４月入園
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申込みの受付開始」と書いてあるんですが、本当に区内のゼロ歳児保育

を必要としている人はいないのか、それとも制度が合わないだけなの

か、この辺て、もっとやっぱりきちんと議論しなきゃいけないんじゃな

いかと。当然ですが、ゼロ歳を整備するって、やっぱりとってもお金が

かかるし、時間も大変かかることなわけで、どこの自治体も戦々恐々と、

例えばこういった待機児のところを射程に入れながら、量と質の担保と

いうことを考えているわけです。そのときに、例えば本当にほかの自治

体を優先するということをしていいのか、あるいはまだ世田谷区内でゼ

ロ歳の枠を使っていて、本当に苦しい状況の中で、ぎりぎりまで頑張っ

ている親子、この人たちにもっと地域支援という形で提案することが私

たちの中での課題じゃないかということも私は感じました。 

 これは、当然ですが、例えば量の問題や当然経営の問題もあると思い

ます。しかし、やはり私たちが第１に考えなきゃいけないのは、地域の

子どもたち、この世田谷区内の子どもたちの子どもの権利ということを

最優先して考えていただきたいということはあるので、この大きく２つ

のことについては、決してわがままで言うということではなくて、やっ

ぱり本当に世田谷の子どもたち、ゼロ歳、こんなに余裕ができてきたの

で、ほかに提供していいという状況なのかというあたりのところは、検

討の余地があるかなということは思いました。 

 それともう一つですが、例えばゼロ歳から１歳に枠を替えてもらうこ

とによって、１歳で待っている方たちに対して、これは育児休業の制度

だとか、あるいは地域の子育ての仕方が若干やっぱり変化してきている

ということの中で起きている課題でもあるので、そういう意味で、むし

ろ保育の在り方の、いわゆる保育の単価等を少し切り替えて、この世田

谷区の中で足りないところを補充していくという形では考えられない

のかということ、それはぜひ御検討いただきたい。あるいは途中入園と

いうのは、特にゼロの場合が多いだろうと思います。半年後の入園枠を

少し取ると、そうしたら、その半年間は地域の親子支援というふうな形

で、そこをきちんとサービスをつくっていくとか、何か新しい考え方で

やれば、今の世田谷区の中の乳幼児の子どもたちが育つのにふさわしい

在り方というものが何か考えられるのではないかというふうに思いま

す。ぜひそのあたり、世田谷区の子どもの権利をきちんと保障していく、

そして、そのために、今までぎゅうぎゅう詰めであった保育施設を若干

緩めにして、豊かな保育環境の中でしっかり子どもたちが育つ、そして

あらゆる年齢の子どもたちがきちんと保育の中で環境を用意されるよ

うな、そんな形の仕組みを考えていただけないかというのが私の要望で
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ございます。ちょっと無理を申し上げているかもしれませんけれども、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ぜひ御検討いただいた上で、もう本当に施設が足りない、

足りないと言っていたところから、ようやく今まで手が十二分に届かな

かったところに入っていくことができ始めましたので、そこのところは

緊急性を持ってお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の課題に入りたいと思います。「世田谷区教育・保育実践

コンパス（素案）について」ということでお願いいたします。 

 

議事(3)世田谷区教育・保育実践コンパス（素案）について 

事務局 それでは、私のほうからは、世田谷区教育・保育実践コンパス（素案）

について御報告いたします。 

 資料を御覧ください。世田谷区では、世田谷区保育の質ガイドライン

や、世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンの策定、幼稚園教育要領や保

育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂を踏まえ

て、乳幼児期における教育・保育のより一層の充実を目指しているとこ

ろでございます。このような状況を踏まえまして、令和２年11月に乳幼

児期の教育・保育のあり方検討委員会を設置いたしまして、公私立の幼

稚園・保育所等がそれぞれの理念や個性を生かしながら、質の高い教育・

保育を実践できるよう、施設の種別にかかわらず、共有すべき基本的な

方向性やスタンスを示す文書の策定に取り組んでまいりました。このた

び、その素案を取りまとめましたので、御報告をするものでございます。 

 「２ 検討の状況」については記載してございますとおり、今回の素

案につきましては、学識経験者、公私立幼稚園・保育所等の代表、区立

小学校の代表、区の関連所管の管理職で構成する乳幼児期の教育・保育

のあり方検討委員会で議論を進めてまいりました。これまでに６回の検

討委員会を開催するとともに、また、６月にワークショップを２回実施

いたしました。６月のワークショップにつきましては、公立、私立の幼

稚園、保育所等の園長、副園長先生をはじめ、一部現場の教員や保育士

の方に御参加をいただきまして、コロナ禍の中ということもありまし

て、参加人数を絞っての実施となりましたが、素案の作成に向けて活発

な御議論をいただきました。 

 検討委員会のメンバーや各会の大まかな内容につきましては、恐れ入

りますが、別紙１、別紙２のほうを後ほど御覧ください。 

 それでは、素案の内容の説明のほうに移りたいと思います。別紙３、

「世田谷区教育・保育実践コンパス【素案】」を御覧ください。まず、タ
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イトルでございますが、当初、教育総合センターの運営計画というもの

を作成したときにはスタンダードカリキュラムという名称を使用して

いましたが、カリキュラムという用語が小中学校の教科教育をイメージ

してしまうということで、その後、（仮称）指針・基本方針という用語を

使っておりました。このたび、「～私たちの教育・保育をもっと楽しく！

～世田谷区教育・保育実践コンパス」というタイトルにさせていただい

ております。 

 ちなみにコンパスというのは円を描くコンパスと間違えやすいと思

うんですが、羅針盤という意味でございますので、御承知おきいただけ

ればと思います。 

 検討委員会での議論や６月のワークショップでいただいた名称案を

踏まえながら、乳幼児期の教育・保育の実践に当たっての基本的な考え

方や方向性を示す内容であることや、指針、ガイドラインという言葉を

使うと、既存の保育の質ガイドラインや保育所保育指針との混同が生じ

る可能性があることから、世田谷区教育・保育実践コンパスという名称

を使わせていただいております。また、サブタイトルの「～私たちの教

育・保育をもっと楽しく！～」には、保育者自身が保育がもっと楽しく

なるようにという意味が込められてございます。 

 表紙をめくっていただくと、表紙の裏は現在は白紙になっております

が、こちらは後ほど案、または正文ができたときには目次になる予定で

ございます。 

 次のページでは、「世田谷区教育・保育実践コンパスとは」ということ

で、区内の教育・保育の関係者が施設の種別を問わず、共有すべき基本

的な方針を明確にし、実践の充実を図っていくためのツールというコン

パスの性格を示すとともに、世田谷区における乳幼児期の教育・保育の

取組の中でのコンパスの位置づけをイメージ図で示してございます。 

 また、各園における保育の振り返り等の参考や教育・保育の評価の視

点など、区として想定しているコンパスの活用方法についても例示をし

ています。 

 ページをめくっていただくと、１ページ「１ 私たちがめざす乳幼児

期の教育・保育の基本」でございます。ここでは、教育・保育を実践す

る全ての家庭で基本となる原則として、５項目を示しています。具体的

には、「子どもを権利の主体（一人の人間）として捉える」、「子ども一人

ひとりに対する理解を基盤とする」、「環境を通した教育・保育」、「育み

たい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、「保育者の主

体性の発揮」の５項目でございます。時間の関係で全てを御説明はでき
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ないんですが、例えば一つ目の「子どもを権利の主体（一人の人間）と

して捉える」では、子どもは一人の人間として独自の存在としての権利

を有しており、保育者には権利の主体としての子ども一人一人の人格を

尊重することが求められること、子どもを権利の主体として捉える姿勢

を積極的に発信していくことは、保育者及び園の役割であることなどを

記載してございます。 

 続きまして、３、４ページが、「コラム：発達の過程をとらえる基本的

な視点」となります。ここでは、各園で教育・保育の実践や評価を進め

ていく上で、子どもの発達を捉え、見通しを持つために参考となる視点

を示しており、５ページの「２ 実践の視点（例）」にもつながる内容と

なっております。 

 ３ページでは、最初に発達の定義をお示しし、次に、乳幼児期の発達

と学びの概要として、子どもは大人の受容的、応答的な関わりから安定

した関係が育ち、この関係を基盤とした安心感に支えられ、自分の周り

の世界に関わる行動を広げながら育っていくこと、子どもの気質やごく

幼い時期からの育ちなどの違いから、一人一人の発達の筋道のたどり方

は多様であることなどを記載しています。 

 続く４ページでは、ゼロ・１歳時期、２・３歳児期、幼児期、幼児期

後半の発達の特徴などについて記載をしております。 

 ５ページからが、先ほどのコラムの内容も踏まえた、「２ 実践の視点

（例）」となっております。ここでは、子どもの発達を理解し、その過程

を捉えた上で、実際に取り組む際の視点を例示しています。 

 まず、「(1)大切にしたい子どもの経験」では、ゼロ歳児から３歳以上

児など、乳幼児期の各時期の保育について記載をしています。構成とし

ては、最初に保育所保育指針などを踏まえた基本的な関わり方、次に、

各時期に育みたい力、そしてその力を育むために各時期の保育で大切に

したい体験という形になっています。また、ここでは、大切にしたい体

験を子どもたちにさせるために、では、具体的にどのような取組をする

かについては具体的には示さず、各園の取組に委ね、今後、乳幼児教育

支援センターを拠点として各園が実施していく中で、好事例などを御報

告、また積み重ねていき、教育・保育現場で共有していくというような

取組を想定しております。 

 続きまして、８ページを御覧ください。５歳児後半の子どもの姿から、

小学校の教師と子どもの育ちを共有する視点につきましては、要領、指

針等に示されている幼児期の保育が終わりまでに育ってほしい姿を参

考に、小学校以降の育ちを見据えながら、指導の参考とし、その際に保
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育者と小学校の教師との視点の共有に活用することを想定しておりま

す。 

 現在は、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の項目名だけでなく、

本文についてしっかり読み、理解していただくという思いを込めて、幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿から項目名を除き、本文はほぼその

まま記載しています。 

 10ページの「(2)子どもの力を育む保育のプロセス」では、私たちが目

指す乳幼児期の教育・保育の基本を心に留めながら、日々の保育を進め

るに当たって、意識しながら繰り返すべき①から④の保育のプロセスを

端的に示すとともに、具体的なねらいと内容の明確化、環境の構成と保

育者の援助、子ども理解に基づく振り返りを通じて明日の保育を考え

る、園全体で質の高い教育・保育を実現していく、全ての子ども一人ひ

とりに応じた適切な配慮の５つの項目をお示ししています。 

 さらにページをめくっていただきまして、13ページ、「(3)教育・保育

をつないでいく」では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続、家庭と

の連携、地域に開かれた教育・保育の３項目をお示ししています。 

 次は、14ページの「３ 教育・保育の質向上にむけた取組みの充実」

では、この世田谷区教育・保育実践コンパスの策定や、本年12月に開設

する教育総合センターの中に整備する乳幼児教育センター機能などを

踏まえて、今後、区が乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けて取り組

んでいく研修、また非常に好評だった６月のワークショップのようなも

の、また交流、連携の促進、支援の充実などの事柄について例示をして

おります。 

 世田谷区教育・保育実践コンパス（素案）の内容についての説明は以

上でございます。 

 それでは、最初の資料にお戻りください。最後に、今後のスケジュー

ルについて御説明いたします。この後、10月から11月頃に第７回の乳幼

児期の教育・保育のあり方検討委員会を開催し、今回御報告したものに

修正を加えたものについて御議論いただき、世田谷区教育・保育実践コ

ンパス案といたします。その後、議会等に報告し、成案とし、12月の教

育総合センター開設以降、施工や研修などを行って区内の公立、私立幼

稚園、保育所等において、施設の種別を超えて共有化を図っていくこと

を予定しております。 

 簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。 

森田会長  ありがとうございました。それでは、最終的には10月、11月に検討会

が開催されるということですので、これについての御意見等の詳細につ
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いては、いただければ、事務局のほうからまたお渡しすることは可能で

す。全体で共有しておいたほうがいい感想とか御意見とかがございまし

たら、どうぞお願いいたします。 

委員  タイトルなんですけれども、「私たちの教育・保育」の「私たち」と

いうのは、先ほどは保育者の方というお話だったんですけれども、ここ

に保護者とか、子どもが含まれるのかどうか。個人的にはこういうもの

を保育所が親と共有して、保護者会なんかで全園でこういうものです、

この学年はこういうことでやっていくみたいな紹介があるといいのか

なと思ったので、このコンパスの基本的な位置づけを教えていただけれ

ばと思います。 

委員  言葉の問題をいろいろ言うようで申し訳ないんですけれども、この教

育・保育という呼び方は、2015年施行の子ども・子育て支援法において

このように区別されて、保育は保育の必要性を認められた子どもが受け

るものというような感じで教育と区別されているような形で、子ども・

子育て支援法の中でのこういう使い分けに教育と保育の言葉がなって

しまったという経緯があります。しかし、保育所保育指針の中では、保

育とはあくまでも養護と教育を一体的に行うというふうに書かれてい

まして、こういった概念が未整理のままずっと国でも続いてきていると

いうふうに思います。幼稚園教育要領には、養護に関わることがあまり

書かれていなくて、それは幼稚園が、かつて短時間、子どもに集団的な

環境を提供して教育をするという性質の中で、養護についてはあまり触

れられてこなかったということがあると思うんですけれども、今や幼稚

園も長時間の保育を行うようになって、全く備えるべき資質としては、

保育所と変わりなくなっているという中で、私は幼稚園教育要領も、養

護というものをもう少し触れるべきなんではないかというふうに思っ

ているところです。 

 そういったところで、今このコンパスのほうに立ち返りますと、うま

く各項目の中に保育所保育指針が求めているような養護の要素という

のが取り込まれているのかなというふうには思うんですけれども、やは

りこの辺の概念の整理というものがもう少しされていないと、現場の方

の中で混乱が生じるんではないかなというふうに思います。国の法律で

はこういう使い分けをされているけれども、区の中ではこういうふうに

考えていて、幼稚園の教育の中にも当然養護が必要と、その幼稚園の教

育の根底には養護が必要となっているし、保育所保育指針が言ってい

る、養護と教育を一体的に提供するというそのものが、もう幼稚園と保

育所で共有すべきものになっているということをどこかで説明する必
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要があるのではないか。養護というのは、生命の保持と情緒の安定とい

うふうに内容が分けられているわけですけれども、これは本当に子ども

の生活に根差したもの、精神的、物理的な生活に根差した部分で、非常

に重要な基盤になる部分です。この点に目を向けるということは、家庭

の話とも結びついてくることです。ですから、家庭と連携するというと

ころに、あるいは家庭の様子に目を配るというところにも目を向けるた

めにも、養護という概念は大事なのではないかなというふうに思ってお

ります。少しそのあたりも検討していただけるとうれしいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

委員  私も、「私たちの」って誰のことなのかなと思いました。あくまでもこ

れは保育や教育の現場の方のためのものなんだろうなとは思ったんで

すが、さっき話があったような家庭と協働して子どもを育てていくみた

いな考え方とはかけ離れているなと感じました。 

 後半にやっと「家庭」とか「保護者」とかが出てくるんですけれども、

11ページでは「グランドデザインを家庭と地域と共有していく」と書い

てあって、12ページのところに「支援」についての記載はあるんですが、

ここはあくまでも本当に配慮が必要な御家庭に関してだけの限定的な

支援になっている。私のこの数年の感覚としては、保育園は一番保護者

の支援とか、保護者の対応とか、地域との連携とかにすごく悩んでいる

のに、ここの書きぶりがすごい雑なというか、触れた程度になっている

のは、これから修正されるのか、このままの扱いで進むのかというとこ

ろに少し疑問を感じました。以上です。 

委員  短めに。言葉の話なんですが、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」という言葉がすごく繰り返されていて、私は全くの素人ですが、や

はり「育ってほしい姿」というのを何度も聞くと、あくまでも大人から

見た目標値みたいに聞こえてしまうと感じたりもしています。８ページ

に、「これは目標ではない」と書かれてはいるんですけれども、その点を

ちゃんと前面に押し出して、伝わり方に配慮した言葉遣いというのも再

検討いただけないかなということを思いました。 

 また、同じ８ページなんですけれども、中段に「家族を大切にしよう

とする気持ちをもつとともに、地域の身近な～」というくだりがありま

して、ここに突然、「家族を大切にする気持ちを持つとともに」というの

が出てくるのが、これはあくまでも何かの育ちの結果として生まれるも

のなのではないかなというところで少し違和感を持ちました。以上で

す。 

委員  「様々な関係機関」と出てくるんですけれども、その関係機関て一体
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どこなのかというところが、何か具体的にこの中でお示しいただけるの

か、現場のほうでは、もちろん探りながらいくんですけれども、やはり

全体の構造が見えたりしないと、なかなか時間がかかるところもありま

すので、御検討いただけたらと思いました。以上です。 

委員  幼稚園教育要領と保育所保育指針とこども園の教育・保育要領の大事

なところを併せて、世田谷区として特に強調したいところの苦肉の策と

いいますか、合わせて３で割ったような、そういった感じを受けるんで

すけれども、幼稚園にも、保育園にも、どこにおいても指針となるよう

なものをという試みで作成されたのだと思います。 

 それと要領や指針、それから世田谷の保育や世田谷の保育の質のガイ

ドライン、こういったものが様々ある中で、現場として混乱したり、迷

ったりはしないかなということを思いました。実践のときにより楽し

く、意欲的に実践に取り組むために、こういったものを出すんだろうな

と想像してはいますが、もう少し指針や要領、保育の質のガイドライン

等々との並びといいますか、構造を明らかにしていただきたいなという

こと。 

 それから、やはり「幼児期の終わりまでに育ってほしい」という、こ

れは保育の中においても、「までに育ってほしい」となると、やっぱり到

達目標的な意味合いが強くて、こんな到達目標、とてもとても難しいと

いうようなことが様々論じられたことがございました。実際には、ここ

に書かれている「育ってほしい10の姿」の前に、「育みたい資質、能力」

というのがしっかり書かれているんですけれども、これは保育所保育指

針にも、幼稚園教育要領にも、小学校の学習指導要領にも、中学校の学

習指導要領にも、高校の学習指導要領にも書いてあって、私たちは今大

学で、受験、入試のときに、面接においても、作文や論文においても、

この３つの視点で評価したり、それから「10の姿」も参考にしたりする

んです。ですので、あくまでも育つ方向性なので、これが「育っている」、

「育っていない」で評価したり、丸、バツをつけたりするようなことは

決してあってはいけないというふうに思います。 

 そういったことの共有がもっとしっかりなされることが必要である

とともに、ゼロ歳児の記述はすごく薄いなと思っています。やはりスタ

ートのところで、いかに保護者とともに、家庭とともに、そして子ども

の五感全体を育んでいく、大事にしていくという視点、例えば音環境で

すとか、そういったものをもっと大事にしてほしいと思いますし、小学

校との連携や接続も非常に大事なんですけれども、その土台となる養護

と家庭との共同、一緒に、共に子育てをするという視点をもっと取り入
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れていただきたいなというふうに思いました。以上です。 

森田会長  それでは、ここで一旦切らせていただいて、あとは事務局のほうに御

意見をちょうだいできればと思います。 

 今のお話の中で、物すごく重要なところは、前に、乳幼児教育センタ

ーの議論をしたときにも出てきたわけですけれども、結局、先ほどタイ

トルの問題もありましたが、子ども自身であるとか、保護者であるとか、

地域であるとかというようなところの位置を一体どうこの教育の機関

との関係性の中で描くのかというところで、この１ページ目のところの

図の中にも全然出てこないんですよね。学校、いわゆる保育もこの中に

はようやく入ったわけですけれども、保育、学校が全然取り込んでいな

い、あるいは一緒に考えていくパートナーと位置づけていないというと

ころがやはり至るところに見えてくる。そこをしっかり考えて調整しな

いと、結局これをつくっても現状の様々な課題を残したままの教育・保

育になっちゃいますよということを多分先生方、あるいは委員の方々が

今おっしゃった危惧だろうと思いますので、ぜひそのあたり、非常に重

要な視点が指摘としてありますので、御検討いただけたらというふうに

思います。これは子ども・子育て会議の基本的なスタンスです。子ども

や家庭、そして地域の中で子どもたちが育つ、そしてその環境というも

のがより豊かになって子どもの権利が具体的に保障されていく社会に

なる、これがとても大事で、その中で、いわゆる教育・保育の機関は一

体何を提供しなきゃいけないか、どのような位置で提供しなきゃいけな

いのかということをぜひ御検討いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、次の課題に行きたいと思います。それでは、「令和２年度世

田谷区児童相談所の運営状況の報告について」ということで、事務局の

ほうから報告をお願いいたします。 

 

(4)令和２年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告（事業概要）について 

事務局  よろしくお願いします。 

 資料４をお開きください。「令和２年度世田谷区児童相談所の運営状

況の報告について」ということで御説明をしたいと思います。 

 「１ 主旨」でございます。区は、令和２年４月に児童相談所を開設

し、今般、令和２年度の運営状況を取りまとめたので、御報告するもの

でございます。なお、本日の報告は速報版でございます。今後の数値の

整理の結果、変更が生じる可能性がございますので、数字を確定し、さ

らに今後、統計資料等を追加するなどの上、改めて確定版の周知を予定
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しておりますので、御承知おきいただければというふうに思います。 

 「２ 児童相談所の運営状況等」でございます。詳細につきましては、

「令和２年度世田谷区児童相談所運営状況（事業概要）等報告」にまと

めてございます。主な報告事項につきましては、参考としてかがみ文の

枠囲みに抜粋しておりますが、補足を交えて報告書により主な報告事項

の御説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、報告書を御覧ください。報告書をお開きいただきま

して、目次を御覧ください。第１として、「児童相談所の概況」や「児童

相談所等の沿革」、「児童相談所の所内組織」についてまとめてございま

す。 

 ６ページをお開きください。こちらは令和２年度末の職員配置の状況

を記載しております。 

 また、７ページからは、児童相談所で取り扱う相談や援助の内容、児

童虐待についての相談の流れを記載しております。 

 少し飛びまして、11ページを御覧ください。「運営状況のあらまし」に

ついてでございます。相談の受理状況でございます。令和２年度の児童

相談所の受理件数は2132件でございました。経路別に見ると、警察等か

らの相談が最も多く603件、次いで近隣・知人が543件、家族・親戚が453

件と続いております。こちらについては、47ページ以降にも詳細な統計

資料をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 

 また少し飛びまして、14ページでございます。14ページ以降は、児童

虐待相談の内訳等を記載しております。先ほど御覧いただいたとおり、

相談受理件数は2132件でございましたが、そのうち、児童虐待相談とし

ての受理した件数は1652件でございました。 

 15ページを御覧ください。受理した児童虐待相談の種類別の受理状況

を記載しております。(2)の表にございますとおり、心理的虐待が７割を

占めております。 

 次に、16ページを御覧ください。児童虐待相談の対応状況について記

載しております。(1)の表にございますとおり、児童相談所の児童虐待相

談の対応件数は1525件、同じく子ども家庭支援センターにおける虐待相

談対応件数は1528件となっており、合わせて3053件となっております。

補足いたしますと、ここでいう対応件数とは、受理された通告に基づき、

相談歴や家族状況の調査、児童の心理診断などを行い、その後の援助方

針を決定した対応中のケースの件数を指すものでございます。国の全国

統計等では、この件数が集約され、比較、検証などに用いられておりま

す。 
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 次に、23ページを御覧ください。区の一時保護の状況でございます。

区の児童の一時保護件数は、人数は145人となっております。145人のう

ち116人は区の一時保護所で保護を行っており、その他29人は区外の乳

児院や里親などで保護を行ったことなどを記載しております。区の児童

の一時保護の理由でございますが、虐待が一番多く92人となっておりま

す。 

 次に、25ページを御覧ください。社会的養護の下で育つ児童数でござ

います。養育家庭や施設等で生活する区の児童は合計108人となってお

ります。表に内訳がございますが、区内の里親施設等で生活する児童は

20人、区外の里親施設等で生活する児童は88人となっております。 

 続いて、25ページの(8)には、子ども家庭支援センターと児童相談所の

一元的運営の実績について記載しております。区が児童相談所を開設し

たことを契機に、地域における子どもに関する相談の窓口である子ども

家庭支援センターと、法的権限などの専門性を有する児童相談所の一元

的運用を実施し、虐待の通告窓口の一本化や共通のアセスメントシート

を活用することにより、リスクアセスメントの共有をすること、また、

合同で定期的な会議や研修を実施し、連携の強化を図ってまいりまし

た。 

 次に、26ページに記載しておりますとおり、児童虐待の受理件数のう

ち、児童相談所と子ども家庭支援センター、それぞれの区分けの件数は

記載のとおりでございまして、主に泣き声通告などの子育て支援を中心

に行うケースは子ども家庭支援センターが、一時保護が必要な状況が想

定される場合や頻回な通告などの場合は児童相談所が担当するという

役割分担により、それぞれの専門性を生かした効果的な支援につながっ

ております。 

 次に、29ページを御覧ください。里親等の状況でございます。令和２

年度より東京育成園に委託して実施しているフォスタリング業務の実

績は記載のとおりでございます。８月31日に専用のホームページを開設

したことにより、インターネットによる問合せが増加してきておりま

す。 

 続いて、31ページには、養育家庭の登録数及び委託児童数を記載して

おります。区内の養育家庭の登録数は49家庭、委託児童数は17人でござ

います。委託児童のうち、区の児童は７人となっております。なお、令

和２年４月１日の区内の児童養護家庭の登録数は44家庭でした。 

 あわせて、33ページを御覧ください。里親委託率の現状でございます。

令和３年３月31日現在、23人の児童が里親家庭、ファミリーホームに委
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託されており、区における里親等の委託率は21.3％となっております。 

 次に、35ページを御覧ください。養子縁組里親の登録と特別養子の現

状でございます。令和３年３月31日現在、区児童相談所に養子縁組里親

として登録された家庭は44家庭となっております。また、令和２年度に

区の児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数は８件となっており

ます。 

 36ページから39ページは、区内にある児童養護施設の状況、児童養護

施設等対象者支援の概要について記載しております。 

 40ページから42ページは、子どもの権利擁護の取組について記載して

おります。これについては、児童相談支援課からの案件で詳しく御報告

をさせていただきます。 

 43ページから46ページまでは、児童相談所での人材育成の体制や研修

内容について記載しております。専門性の向上のために所内、所外の

様々な研修等により職員の育成を図っております。 

 御説明は以上でございます。 

森田会長  それでは、質問とか、御意見をちょうだいしたいと思います。いかが

ですか。 

委員  私が見逃がしただけかもしれませんけれども、令和２年度の一時保護

の件数のところで、恐らくほとんどが家庭復帰になっているのかなと思

いますけれども、施設、あるいは里親さんで委託している数がどこかで

見えてくれば、お教えいただきたいのが１つでございます。 

 あと、この令和２年度の報告とはちょっとずれるんですけれども、３

年度になって、今、東京都全体でも一時保護の入所率が、恐らくもう

100％を超えているんじゃないかと思うんですけれども、世田谷区の状

況と、もし100％超えているようであれば、今後想定しなきゃならないよ

うな見込みというか、事柄があればお教えいただきたいと思いました。

以上です。 

委員  よろしくお願いします。私からは、２点、御質問というか、現状を教

えていただきたい部分があります。 

 １点目は、まず17ページのほうに、児童福祉司１人当たりの虐待相談

の対応件数は書かれておりましたが、実際、児童相談所であれば虐待以

外のケースもたくさん持っていらっしゃるかなというふうに思います。

児童福祉司の業務負担ということがかなり言われていますので、現状で

児童福祉司さんが、虐待以外も含めて大体どれぐらいの件数を対応され

ているのか、ケース数として、もし分かれば教えていただきたいなとい

うふうに思いました。 
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 もう１点が、25ページの子ども家庭支援センターとの連携状況のとこ

ろです。一元的運用の実績ということで書かれておりましたが、やはり

児童相談所と子ども家庭支援センターの連携、これは非常に難しい部分

だと思うんです。実際に機能が違う機関が連携をするというところは非

常に難しいですし、１つのケースに対しても見方が違うというところが

あったりする部分があるかなというふうに思いますので、ここら辺の児

童相談所と子ども家庭支援センターの連携状況の現状といいますか、そ

のあたり、実際うまくいっているのかどうか、あとは課題なんかがあり

ましたら、教えていただければなというふうに思います。以上です。 

委員  職員の方とか、非常勤の方も含めて、関わっていらっしゃる方のメン

タルヘルス的な状況というか、大変な状況の中、やはり休職されたりと

いうこともあると思うんですけれども、もし何かデータがあれば教えて

ください。以上です。 

委員  子ども家庭支援センターと児童相談所の違いということで、児童相談

所に通告した事例があるんですけれども、子ども家庭支援センターだっ

たらよかったのかなというふうに後からやっぱり迷うこともあります

ので、そのあたりをやっぱり、私たち地域の施設にもしっかり教えてい

ただけるとありがたいなと思います。 

 それから、里親さんの研修会に何度も参加しているんですけれども、

ほとんど縁組はないと思ってくださいという前提での研修を受けてお

られるんです。気持ちのある方たちがいらっしゃるのは、私たちはすご

く心強いので、里親さんというものの捉え方を少し幅広くして、地域の

もう一つの家族であるとか、何かそういう地域の資源としてもう少し生

かしていただけたらと思います。 

森田会長  お答えも難しいかと思いますけれども、特に皆さんが聞きたいこと

は、子ども家庭支援センターが機能していた世田谷区の中で、児童相談

所ができたことによって１年間、この混乱の１年を踏まえて、子どもた

ちや子育ての家庭にとっていい点はどんなところが今見えてきている

のか、というようなことを少し中心にしてお話しいただければどうかな

と思います。お願いいたします。 

事務局  まず一時保護委託、里親等です。それについては、すみません、今手

持ちにないものですから、後ほどお答えをしたいというふうに思ってい

ます。 

 ２つ目の一時保護所の人数は100％を超えているのかどうかと、今後

その場合どうするのかというお話でございますが、昨年度、定員の26を

超えたものは365日の１日だけです。27名という日が１日だけございま
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した。その上で、東京都とほかの特別区と併せて、一時保護所の相互利

用という形で協定を結んでおりますので、基本的には定員を超えて難し

いものについては、相互に空いている状況を利用し合うという仕組みが

できております。 

 また、実際問題一時保護所に適さない子もいるわけですよね。里親さ

ん等のほうがいい場合もあります。もしくは、例えば28条による施設承

認のケースなんかは長期化になるものですから、そういう子どもさんに

ついては施設のほうに移ってもらっていると、それで実際に地域の学校

へ行っているという場合もありますので、実際、今日の時点でトータル

数は31名一時保護の子どもがおります。そのうち21名が一時保護所にお

りまして、残りの10名は施設ないし里親さん等に行っております。児童

養護施設については５名、これは全員とも28条、待機という形になって

おります。乳児院が１名、乳児院というのは一時保護所で受けられない

お子さん、低年齢でということで、里親が４名ですので、里親で対応で

きるお子さんについては里親で、最初から里親に委託する場合もござい

ますが、一時保護所から長期の一時保護になる場合等、また、途中から

学校へ行かせたほうがいいという場合には、積極的に里親さんに一時保

護を受けていただいて、学校に行かせてもらう。それが学校の地域でな

くても、多少バスで通える子どもなんかもおりますので、そういうよう

な対応をする中で、なるたけ一時保護所については、２か月以内の一時

保護期間というふうに考えているところでございます。 

 そういうこともありまして、１日当たりの平均保護日数というものは

全体で44.1日、これは当然、一時保護所だけではなく、長期になる子ど

ももいます。ただ、全体として２か月以内に退所した児童が77％という

状況でございます。そういう状況をなるだけつくっていこうと、一時保

護所に長期化して置かないというふうに意識してやって、実践がそうい

う形に今できているという状況でございます。 

 次の児童福祉司の担当ケース数でございますが、トータル件数として

は、昨年度は大体40件ぐらいを維持していました。今年度少し増員をし

ていただいたところがありまして、今年度については30件以内に、大体

１人、虐待とかほかのケースを含めて30ケースに収まっているという状

況で、１年間経験した部分がありますので、昨年に比べると職員自体は

すごく楽になってきているかなという印象を持っております。 

 また、職員のメンタルという部分が出ていましたけれども、やはり１

年目で組織自体が不慣れという状況もございまして、難しいケースの状

況が続いたりして、なかなか的確なサポートができなかったという面
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で、３名ほどお休みをいただいた職員がおりますが、２名については復

帰しておりまして、１名についても間もなく復帰をするという状況にな

っております。 

 また、子ども家庭支援センターとの一元化についてですが、世田谷区

の児童相談所の根幹の部分については、しっかりと研修を経てスタート

したわけでございます。ですから、あっちだ、こっちだというような押

しつけ合いみたいなことはほとんどなく、この１年間で、かなり両者の

関係性ができてきていると感じています。全国で初めての取組で、区の

児童相談所だからこそできる取組でございますので、大きな問題はなく

進んでいるかなと。細かい問題については、その都度、協議しながら進

めておりまして、児童相談所が子ども家庭支援センターの職員に対して

の、現場での研修的な要素も含めてサポートをするという状況もござい

ます。児童相談所から支援が終わった後、子ども家庭支援センターが

日々の支援に入っていくとか、逆に日々の支援の中からやっぱり児童相

談所の専門支援が必要だというようなケースも出てきたりということ

でやっているという状況、もしくはＤＶ関係のケースもございますの

で、両方が分担をしてやって、女性相談を含めて連携したケースも結構

ございます。そういう事例を積み重ねながら、徐々に関係性は深まって

いくのかなというふうに思います。 

 そういう意味では、東京都と世田谷区という以前の関係よりはるかに

効果的になっているのかなというふうに思っています。ただ、やはり経

験がまだ少ないというところがどうしてもございますので、ここはもう

少しお時間をいただく中で、経験を積んでいき、超えていける問題かな

というふうに思っています。 

 あと、児童相談所と子ども家庭支援センター、どちらに通告したほう

がいいのかしらというのはあるかと思います。どちらに通告してもいい

んですが、メインでＰＲしているのは一本化ということで、子ども家庭

支援センターに相談とか、通告という場合も結構あるんです。関係機関、

保育所とか。そういう場合には、一時的に子ども家庭支援センターが受

けて、レベル的に児童相談所が対応していいというものについては、児

童相談所に回ってくる仕組みをつくっております。また、児童相談所か

ら子ども家庭センターにお願いしたケースがまた戻ってくるという場

合もあるということは、それは想定してやっている話ですので、ずっと

子ども家庭支援センターが抱えなきゃいけないというものではござい

ません。そういう柔軟性を持っておりますので、どちらへの通告でも構

いません。一応専用ダイヤルを設けて、通告の窓口という形にしており
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ますので、「通告ではないな」という場合には、子ども家庭支援センター

に相談という形で考えていただいても構わないというふうに思ってお

ります。 

 里親については、もちろん幅広く、世田谷区が所管になったわけでご

ざいますので、ぜひ増やしていきたいという思いで、フォスタリング業

務を委託しているところでございまして、実際に少しずつ増えてきてお

ります。ただ、残念なことに、まだまだ地域の社会資源として担ってい

ただくという点では、里親さんの側のハードルが少し高いのかなという

ところで、その辺りは今後変えていく必要があると思っております。 

 一方で、里親さんが在宅と同じように地域資源が利用できるとか、里

親応援サポートネットワークみたいなものをつくって、地域の機関が支

えていくような仕組みをつくっております。そんな形を今後、充実させ、

啓発の段階でそういう理解をした上で増やしていきたいなと思ってい

るところでございます。以上でございます。 

森田会長  これについても、後ほど事務局のほうへお寄せいただく形でお願いし

たいと思います。 

 すみません、時間が来てしまっているんですが、次のお仕事のある方

につきましてはそこでの退席ということでお願いしたいと思います。多

分あと30分かかると思いますので、申し訳ありません。では次に、「児童

相談所解説に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況につい

て」ということで、こちらも事務局のほうからお願いします。 

 

(5)児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について 

事務局  資料５でございます。「児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関

する取組みの実施状況について」御説明させていただきます。 

 「１ 主旨」でございます。児童相談所開設から、今御報告いたしま

したとおり１年が経過いたしました。児童相談所が一時保護所へ保護し

た子ども、児童養護施設、里親などに措置した子どもの権利擁護に関す

る取組の実施状況について報告するものでございます。 

 「２ 一時保護、措置された子どもの権利擁護にかかる取組み内容」、

「(1)一時保護所における取組み」でございます。まず「①一時保護所第

三者委員の設置」でございます。弁護士等による一時保護所第三者委員

を設置いたしまして、定期的に一時保護所へ訪問し、子どもたちの様子

を確認するとともに、必要に応じて面談し、意見や要望を聞き取るもの

でございます。聞き取った内容は、児童相談所等へ伝達し、その後の対

応経過と結果について確認を行っております。令和２年度の活動実績、
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また子どもから受けた意見や要望の分類別件数につきましては、記載の

とおりでございます。 

 続きまして、「②その他の取組み」として、一時保護所のしおりを活用

した子どもの権利保障に関する説明や、人権擁護機関へ相談をすること

ができる意見箱の設置、その他入所している子どもたちによる会議や子

どもの意見を職員が聞く会など、一時保護所内における子どもの権利の

保障について記載しております。 

 次に、２ページ、「(2)一時保護所の外部評価の実施」でございます。

昨年度、外部評価機関による初回の一時保護所外部評価を実施いたしま

した。これは３年に１回の実施を想定しているものでございます。 

 資料５、別紙１「令和２年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価

報告書＜概要版＞」を御覧ください。まず「(1)外部評価の目的」といた

しまして、第三者の目で一時保護所の評価を行い、その結果を公表する

ことを通じて、事業の透明性の確保及び一時保護所の中の子どもの権利

擁護と一時保護所運営の質の向上を図ることを目的としております。 

 「(2)実施期間」、「(3)外部評価の仕組み」につきましては、記載のと

おりです。 

 ３ページへお移りください。「(4)評価項目の評価」として、全142評価

項目について評価を行い、できていない指摘がありましたのは１項目と

いうふうになっております。 

 「(5)全体の講評」ですが、特に良いと思う点として、準備段階から職

員が基本的な理念を共有し、可能な限り子どもの意向に沿った支援を実

現、定着することに努めている点や、子どもの意見表明権の保障を実現

するために、先ほど御説明したような複数の手段を設定している点など

が挙げられております。一方、さらなる改善が望まれる点といたしまし

て、開設後間もなく、経験の浅い職員も多いことから、支援スキルなど

の向上を図っていく工夫が求められる点、そして半数近くを占める非常

勤職員に対する情報共有や運営への参加を促す取組が期待される点な

どが掲げられております。 

 続きまして、４ページへお移りください。「(6)保護児童へのアンケー

ト調査」の結果ですが、一時保護所での生活に対する満足度について調

査を行った子ども19名のうち約８割は「よい」、または「ややよい」と回

答しており、「ややよくない」が１名、「よくない」と答えた子どもはお

りませんでした。 

 評価結果につきましては以上でございますが、この評価結果を踏ま

え、引き続き改善に取り組み、一時保護所の子どもの権利擁護と運営の



 37

質の向上をさらに図ってまいりたいというふうに考えております。 

 恐れ入りますが、かがみ文の２ページのほうにお戻りください。「(3)

措置された子どもにかかる取組み」の「①児童福祉審議会措置部会」で

ございます。措置部会は、児童福祉法等に基づき、区の児童福祉に関す

る調査審議を行う合議制の機関として設置するものでございます。子ど

も、もしくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合な

どに、児童相談所から諮問を受け、審議し、その結果を答申する機関で

あり、原則として毎月実施することとしております。令和２年度の活動

実績につきましては、記載のとおりです。 

 ３ページへお移りください。「②被措置児童等虐待対応」でございま

す。児童福祉法の規定により、施設や里親に措置されている児童に係る

虐待通告等があった場合、速やかに当該被措置児童等の状況の把握、虐

待事実の確認等を行うこととされており、毎年度、これらの状況や被措

置児童等虐待があった場合に講じた措置等を公表することとしており

ます。令和２年度中は通告としては１件ございました。内容としては、

下の括弧書きにもございますとおり、対象者未詳の通告ではありました

が、区として調査を実施し、結果として虐待に当たるような事実は確認

されなかったものでございます。 

 続きまして、(4)は、子どもの権利ノートを用いた「せたホッとを活用

した権利擁護」について記載しております。 

 ４ページへお移りください。「３今後検討する取組み」でございます。

「(1)被措置児童の意見表明支援のための第三者委員制度の構築」でご

ざいます。令和元年の児童福祉法改正において、児童の意見表明権を保

障する仕組みを検討し、その結果について必要な措置を講ずるというふ

うにされておりまして、令和２年６月には国よりアドボカシーに関する

ガイドラインが示されております。これを踏まえて、里親や児童養護施

設等で措置されている子どもや、自立に向けて準備をしている子どもな

どに対する子ども意見表明支援員の設置も含めた第三者による意見表

明支援のための仕組みづくりに向けて、具体的な検討に着手したいと考

えております。 

 「(2)児童相談所の第三者評価」でございます。令和元年の児童福祉法

改正において、都道府県知事は、児童相談所が行う業務の質の評価を行

うこと等により、当該業務の質の向上に努めなければならないとされて

おります。今後、国から示されたガイドライン案や法改正の動向等も踏

まえながら、世田谷区としての児童相談所の第三者評価の在り方につい

て検討を進めてまいります。 
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 駆け足で申し訳ありませんでしたが、私からの御説明は以上でござい

ます。 

森田会長  ありがとうございました。この問題について御質問等はございます

か。 

 実は次の条例の問題と絡んでくる点もあります。時間が限られている

ので、一緒にその議論をさせていただくという形でいいでしょうか。 

 まず私がとても気になっているのが、やはりせたホッとの位置という

のと、この児童相談所の一時保護のところの評価の問題と、児童相談所

のいわゆるアドボカシーに関する支援員というところで行われている

ことと、世田谷区全体の子どもたちの権利擁護を司っているせたホッと

というのが一体どういう関係に位置づいていくのかということについ

て、あるいはそれらはどのような検討がなされているのかということに

ついて、御発言いただければというふうに思います。今の条例の問題と

も絡んできますので、条例の議事についてお話しいただいた上で、今の

状況をご説明いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 では、「世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて」に移りたい

と思います。お願いいたします。 

 

議事(6) 世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて 

事務局  それでは、「世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて」という

ことで、こちら、資料６を御説明いたします。 

 資料６でございます。まず、「１ 世田谷区子ども条例について」、「(1)

策定した背景」でございます。区では、区の子どもの権利条約の批准、

発効等を背景としまして、子どもの問題に対する区民の関心を高め、子

どもと子育てを地域社会全体で支えるというための具体化の仕組みに

つきまして、条例制定に向けて、区議会をはじめ、子どもを含む区民の

方などから広く意見を求めながら、内容の検討を行った経緯がございま

す。平成13年12月に、子どもが育つことに喜びを感じることができる社

会の実現のため、全ての区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つこと

ができる町をつくることを目指し、23区で初めて子ども条例を制定し、

平成14年４月から施行しております。詳しくは後ほど説明いたします

が、平成24年12月に条例を改正しまして、子どもの人権擁護機関、せた

がやホッと子どもサポートを平成25年４月に設置し、同年７月から業務

を行っております。 

 世田谷区子ども条例の周知に当たっては、３種類のリーフレットを作

成し、毎年、区内の小学校１年生の保護者、それから小学校４年生の児
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童、それから中学校１年生の生徒に配付しております。今年度は、この

リーフレットの全面改訂と配付対象の拡大に取り組む予定でございま

す。 

 資料２ページ「(2)これまでの経緯」でございます。平成10年の世田谷

区地域保健福祉審議会答申を受けまして策定したプランにおいて、子ど

も条例制定が区の重要政策として位置づけられ、区議会においても様々

議論がなされました。これを受けて、平成12年９月11日開催の子ども施

策推進本部において、条例案策定について着手の指示がありまして、こ

れから区議会をはじめ、子どもを含む区民の方などから広く意見を求め

ながら、内容の検討を行って、条例施行となった経緯がございます。 

 条例施行以来、これまでに３回条例の一部改正をしてきました。こち

ら２ページの資料でいいますと、下線を引いている部分が一部改正のと

ころになります。主な改正でいいますと、平成25年にせたがやホッと子

どもサポートの設置に伴った変更ということで、条項を追加しているも

の、それからその後、令和２年４月には区に児童相談所を設置したこと

に伴って、条例の第12条第３項の虐待等の禁止などに関する条文を、こ

の枠囲みにあるような形で変更しております。 

 条例の全文につきましては、このオレンジ色の条例のリーフレットを

参考に御覧いただければと思います。 

 次に、資料の３ページでございます。こちらがこれまでの区の取組み

ですが、まず「(1)子ども・子育て応援都市宣言」がございます。こちら

は、平成27年４月に子ども計画第２期がスタートし、そして国の子ども・

子育て支援新制度が始まったことに合わせて、平成27年３月３日にこう

いった宣言を行いました。宣言の策定に当たっては、区民意見の募集と

区民参加のワークショップを実施してまとめております。内容は記載の

とおりですので、お読みください。 

 続きまして、資料の４ページでございます。こちら、「(2)条例の推進

計画「世田谷区子ども計画」の策定」でございます。子ども条例で掲げ

る理念を実現するための推進計画、また子どもに関する施策を総合的に

進めるための基本計画として、平成27年３月に、27年度から令和６年度

までを期間とする世田谷区子ども計画第２期を策定しております。令和

２年３月には、世田谷区子ども計画の第２期の後期計画を策定し、取組

を進めております。詳細は皆様にお配りしております子ども計画(第２

期)後期計画の冊子を御覧いただければと思います。本計画では、子ども

が生き生きわくわく育つ町を目指す姿に掲げ、計画のコンセプトを子ど

も主体とし、４つの重点政策に基づき、様々な子どもや子育てに関する
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施策を展開しております。 

 続きまして、４ページ目の「(3)「世田谷区子ども計画(第２期)後期計

画」に基づく子どもの権利擁護や子どもの参加、参画の取組み」につき

ましては、別紙で掲載しております。時間も限られておりますので、詳

細の説明は割愛させていただきますが、意見を出される場合の参考にし

ていただければと思います。 

 そのほか、資料としまして、平成元年の第44回国連総会で採択されま

して、平成６年に日本が批准しました児童の権利に関する条約、子ども

の権利条約の内容を載せて配布させていただいております。 

 では、続きまして、条例に基づき世田谷区が設置しております子ども

の人権擁護機関、せたがやホッと子どもサポートについて、子ども家庭

課より説明させていただきます。 

事務局  私からは、お手元に配付しております青色の冊子、「せたがやホッと子

どもサポート活動報告書〈令和２年度〉」に沿って御説明させていただき

ます。 

 報告書の３ページを御覧ください。まず、せたホッとの概要について

でございます。子どもの人権擁護委員の設置目的、職務についてでござ

います。「(1)設置目的」ですけれども、子どもの人権を擁護し、権利を

侵害された子どもの速やかな救済を図ることを目的といたしまして、平

成25年度に設置されてございます。 

 「(2)位置づけ」です。地方自治法に基づきます区長及び教育委員会の

附属機関として設置し、公平、中立で独立性と専門性のある機関として

位置づけてございます。区長及び教育委員会の両方の附属機関としてい

るのは全国的にも珍しく、世田谷区ならではの仕組みでございます。こ

れは、点線の枠囲いの中にも記載してございますが、子どもの権利侵害

に係る事案が区立学校のほか、学校以外の区の機関でも起こるもの、私

立学校、家庭で起こるものなど、非常に多岐にわたるということから、

区全体としまして救済に取り組んでいくことを明確にするため、両執行

機関の附属機関として共同設置しているものでございます。 

 「(3)職務内容」です。①から⑧に記載のとおりとなりますが、主なも

のを挙げますと、子どもの権利侵害についての相談対応、助言や支援、

調査、権利侵害を取り除くための調整や要請、意見、またその内容の公

表といったものでございます。 

 次に、「２ 委員への協力」です。今御説明いたしました職務を行うに

当たりまして、子ども条例では、区の機関についてその職務に協力する

ことを義務づけておりまして、区民や区以外の機関に対しても協力する
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よう努めなければならないとしてございます。 

 「３ 対象」ですが、区内に在住、在学、在勤の18歳未満の子どもの

権利侵害に係る事案を原則としてございます。 

 続いて、「４ 体制」です。子どもサポート委員、これは条例上の子ど

もの人権擁護委員のことでございますが、３名の委員で構成されており

まして、大学で児童福祉等の分野を専門とする方、弁護士で子どもの人

権擁護に詳しい方等が担ってございます。なお、委員は独任制を原則と

してございます。 

 ４ページのほうへ移りまして、「(2)相談・調査専門員」は５名です。

子どもサポート委員を補佐し、相談対応や関係機関との連絡、調整等を

行っております。なお、実際の運営では、常時専門員２名以上の相談体

制を組みまして、電話やメール等による相談への対応を行っておりま

す。サポート委員は月10日程度出勤し、この間受けたケースの検討、援

助方針等の決定や対応を行っているほか、月２回程度ですが、委員や専

門員が全員参加する会議を開催し、ケース検討や援助方針等の確認を行

いまして、情報や認識の共有等を図っております。 

 続いて、「５ 相談方法等」です。子どもが相談しやすいよう、通話料

のかからないフリーダイヤルによる電話、またメール、ファクス、面接

や手紙等による相談を行っております。相談時間は、お子さんのほうが

相談しやすい放課後等の時間帯を中心に、平日は午後１時から午後８

時、土曜日は午後10時から午後６時としてございます。受付時間、受付

方法等も、いずれも子どもからのアクセスのしやすさを考慮したものと

してございます。 

 「６ 相談の流れ」ですが、実際に相談があった際の流れを具体的に

御説明いたします。少し見づらくて申し訳ないんですけれども、相談を

受けてからの流れというイラストのほうを御覧いただければと思いま

す。まず、対象となるお子さんから、学校や家庭、習い事の塾等で直面

した悩み等について、電話やメールなどでせたホッとに相談が参りま

す。相談は、まず相談専門員の１名が、子どもまたは保護者の相談を傾

聴し、相談者の相談内容を把握します。その後、必要に応じてサポート

委員にも御対応をいただきながら、解決方法を相談者と一緒に考えま

す。相談内容に応じて対応方法は様々ですが、専門員からの助言等で相

談者の納得などが得られ、解決する場合もあれば、相談者の同意の下、

学校などに訪問し、問題解決の支援を行う場合もございます。こうした

助言や支援を行っても権利の侵害が解消されず、相談者からの申立てが

あった場合などは、子ども条例に基づきまして、関係機関などへの書類



 42

の提出やヒアリングなどの調査を実施いたします。調査の結果、必要と

認めた場合には、権利の侵害を取り除くための要請や、意見を述べると

いった権限も与えられておりまして、こうした調査、要請、意見の権限

を持っているという点は、相談機関とは異なるせたホッとの大きな特徴

でございまして、平成26年度には意見を表明したということもございま

す。 

 それでは、参考までに昨年度の活動実績を幾つか御紹介いたします。

報告書の９ページを御覧ください。「１ 相談活動の状況」、「(1)相談の

状況」です。令和２年度の新規の相談件数は208件ございました。令和元

年度と２年度続けて減少しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響が少なからずあったのではないかと受け止めております。 

 具体的な相談内容ですが、報告書11ページ「①相談内容」を御覧くだ

さい。対人関係の悩みが37件と最も多く、次いで家庭・家族の悩みが30

件、心身の悩みが25件、学校・教職員等の対応が24件、いじめ、子育て

の悩みが23件となってございます。例年、いじめ、学校・教職員等の対

応、対人関係の悩み、家庭・家族の悩みといった相談が多くを占めてお

りますが、昨年度は家庭・家族の悩み、子育ての悩み、心身の悩みとい

った相談が増加いたしました。これは、国によります外出自粛要請やテ

レワーク推進等の影響で、学校で過ごす時間が減る一方、子どもと保護

者が一緒にいる時間が増えたことが相談内容の傾向に影響しているの

ではないかと考えております。 

 12ページを御覧ください。「②初回の相談者」でございますが、新規相

談件数208件のうち119件が子ども本人からの相談で、全体の57.2％とな

っております。これは、他の子どもの権利擁護機関と比べても多く、子

どもにとって気軽に相談できる場所、身近な相談場所であるせたホッと

の大きな特徴であると言えます。 

 最後に、「③初回の相談方法」ですが、子ども、大人ともに電話が一番

多くなっておりまして、全体で76％程度となっております。次いでメー

ル、面接、手紙の順となっております。 

 そのほか25ページ以降に実際の相談内容をよりイメージしやすいよ

う事例の紹介を載せておりますので、後ほど御確認いただければと思い

ます。 

 簡単ではございますが、せたホッとの御説明につきましては以上でご

ざいます。 

森田会長  すみません、御協力ありがとうございます。 

 今、子ども条例の問題について、世田谷の子ども条例というものがど
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ういう状況で生まれ、今どうなっていて、そして幾つかの変更点があっ

た中で大きなものがせたホッとの設置だったんですが、この問題を、今

後どう扱って議論していくのかということについて、少しお話をいただ

いた上で、皆さんにここからお考えをいただいたり、御意見をもらった

りしていきたいというふうに思っているんですが、それについてどなた

か発言いただけますか。 

事務局  先ほど被措置児童の意見表明の支援であるとか、世田谷区が児童相談

所を設置することによって、私どもの世田谷区としての取組で変わって

きたところもございます。また、子どもの権利条約を受けて、各自治体

等でも取組が進んできておりまして、一番先頭に立ってやってきた世田

谷区子ども条例があります。この間、部分見直しはしたんですけれども、

全体的なところは変わらず維持してきた。副区長からの御挨拶の中でも

ありましたが制定から20年たっていますので、時代の変化というところ

にちゃんと適しているのかというところは、やはり不断に見直していく

必要があるのかなとは感じております。また、そのあたりは委員の皆様

からも御意見をちょうだいしたいところかと思います。 

 喫緊としては、そういった子どもの意見表明、先ほど会長からも措置

児童じゃなくて、その他のところはどうなのかと、せたホッとについて

もリーフレットを配っていて、実際相談としてきたケースについてはお

声をいただいているんですけれども、そもそもそういったことがなかな

か言い出せない、あるいは相談していいのか、迷ってしまう子どもたち

に、どう寄り添っていくべきなのかというところは、今後皆様からも御

意見、またあるべき姿というところへの提言をちょうだいしたいなと感

じてございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

森田会長  ありがとうございます。次回の会議が11月に予定されておりまして、

それに向けた議論を開始しようということなんですが、今の子どもた

ち、あるいは子どもたちを取り巻いている環境の中で、一体私たちはこ

の条例をどのように生かしていけばいいのか、果たしてこれでいいのか

どうかということも含めて皆さんと議論をしていくということだと思

います。 

 そのために今日はまず第１弾として、今の資料を出していただいて、

皆さんの検討の素材ということを出していただいたわけですけれども、

ここで共有しておかなければならない、あるいは共有しておきたいとい

うようなことの発言があれば承って、あとは個別にまた事務局のほうに

お寄せいただくようにしたいと思いますけれども、何かございますか。
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よろしいですか。 

 申し訳ございません。多分皆さん御発言があると思いますけれども、

これは今日まずお話をいただいて、11月のところで本格的な議論という

ことを展開させていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、最後の議事について、あと数分しかないんですが、第２期

の後期計画のことにつきまして、この進行状況についてのお話をお願い

いたします。 

 

(7)「世田谷区子ども計画(第２期)後期計画」進行状況一覧 

事務局  資料７と資料７の別紙を御覧ください。時間も限られておりますの

で、今日は御提示のみとなってしまいますが、こちら、世田谷区子ども

計画後期計画につきまして、子ども・子育て会議で議論をいただいて、

令和２年４月から取組を始めておりまして、この資料７などで進行状況

の一覧としてお示ししております。資料７の別紙のほうでは、子ども・

子育て支援事業計画の進行管理表ということでお示ししております。こ

ちらが令和２年度の実績数等になります。御意見等がございましたら、

後日、事務局までお寄せいただければと存じます。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

森田会長  これも御質問がありましたら、事務局のほうにお寄せいただくという

ことで御協力いただきたいと思います。 

 これで議事は終了いたしましたけれども、事務局のほうにお返しして

よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 

事務連絡 

山本課長  ありがとうございました。それでは、本日は貴重な御意見をいただき

ましてありがとうございます。事務局より３点事務連絡をさせていただ

きます。 

 連絡１点目でございます。本会議の議事録については、整い次第、皆

様にメールでお送りさせていただきます。お送りします議事録につきま

しては、御自身の御発言部分を確認いただきまして、修正がございまし

たら、事務局まで御連絡ください。その後、区のホームページで、本日

の資料とともに議事録を公開いたします。 

[ 日程確認 ] 

 連絡の２点目でございます。次回の子ども・子育て会議の日程でござ

いますが、先日、委員の皆様に連絡いたしましたとおり、第３回の会議
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を11月12日金曜日の午前中に開催したいと考えております。時期が近づ

きましたら、会場を含め改めて御案内させていただきますので、御予定

のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 連絡３点目でございます。今回新たに委員となられた方も多いため、

区の子どもや若者関連施設を御案内する機会を検討中でございます。現

在、緊急事態宣言下ということもあり、利用制限がある施設などもあり

ますので、感染状況を見ながら、秋以降、改めて委員の皆様に日程等を

御案内させていただく予定です。 

 以上、連絡は３点になります。 

 それでは、以上をもちまして第２回世田谷区子ども・子育て会議を閉

会いたします。ありがとうございました。 


